
協議会の構成委員開催概要
○ ⽇時：平成２８年５⽉２⽇（⽉）
○ 会場：筑後川河川事務所 会議室

主な意⾒等

・協議会の規約について合意形成がなされた。
・現状での⽔害リスクの共有化、減災のための⽬標等に
ついて意⾒交換を⾏った。

・⽔防災に関する取組は、各市町でも実施しているが、
広域的な取組については、国と県が連携した働きかけ
をお願いしたい。

・⽔災害に対する取組を検討するなかで、他の災害（台
⾵、地震等）と共通する内容については、幅広く住⺠
の意識向上や効果が上がるような視点も加えて検討願
いたい。

・防災組織の取組や普段から防災意識の向上を図るため
には、他の災害にも備える準備が住⺠にとって重要で
ある。

平成２４年７⽉九州北部豪⾬災害及び平成２７年９⽉関東・東北豪⾬災害を踏まえ、
市町、河川管理者、県等が連携・協⼒し、減災のための⽬標を共有し、ハード対策と
ソフト対策を⼀体的、計画的な推進により、社会全体で常に洪⽔に備える「⽔防災意
識社会」を再構築することを⽬的として協議会を設置しました。
協議会では、現状での⽔害リスクや取組状況の情報共有、減災のための⽬標や具体

的な取り組むべき内容を定めた「取組⽅針」の策定に向けた意⾒交換を⾏いました。

議事内容

国⼟交通省 九州地⽅整備局
筑後川河川事務所「第１回 筑後川中・下流部

⼤規模氾濫に関する減災対策協議会」開催

【問い合わせ先】
国⼟交通省 九州地⽅整備局 筑後川河川事務所 防災情報課
〒830-8567 福岡県久留⽶市⾼野⼀丁⽬２番１号 TEL）0942-33-9131

協議会委員

久留⽶市⻑ 佐賀市⻑

柳川市⻑ ⿃栖市⻑

筑後市⻑ 神埼市⻑

⼤川市⻑ みやき町⻑

⼩郡市⻑ 上峰町⻑

うきは市⻑ 吉野ヶ⾥町⻑

朝倉市⻑

⼤⼑洗町⻑

⼤⽊町⻑

福岡県 防災企画課⻑

福岡県 消防防災指導課⻑

福岡県 河川課⻑

福岡県 久留⽶県⼟整備事務所⻑

福岡県 朝倉県⼟整備事務所⻑

福岡県 南筑後県⼟整備事務所柳川⽀所⻑

佐賀県 消防防災課⻑

佐賀県 河川砂防課⻑

佐賀県 佐賀⼟⽊事務所⻑

佐賀県 東部⼟⽊事務所⻑

⽔資源機構筑後川局 総合施設管理⻑

気象庁 福岡管区気象台 気象防災部⻑

気象庁 佐賀地⽅気象台⻑

国⼟交通省 筑後川河川事務所⻑

国⼟交通省 筑後川ダム統合管理事務所⻑

久留⽶市⻑

⿃栖市⻑ 神埼市⻑

みやき町⻑ 吉野ヶ⾥町⻑

会議開催状況

⼩郡市⻑ うきは市⻑ ⼤⼑洗町⻑ 佐賀市⻑


